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先端設備導入による固定資産税特例の創設①
資産税

償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした２年間の特例
措置が創設される。

減 税

旧制度 新制度

対象者 先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

取得時期 令和５年３月31日までの間⇒適用期限をもって終了 令和５年４月１日から令和７年３月31日までの間

適用要件 工業会の証明書
年平均の投資利益率が５％以上の投資計画に記載
された設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認

対象設備

〇機械装置：160万円以上 〇測定工具・検査工具：30万円以上
〇器具備品：30万円以上 〇建物附属設備：60万円以上※

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

○構築物：120万円以上
○事業用家屋：一定のもの

対象外

減免割合 ３年間：最大100％
※負担は基本ゼロ

原 則 ３年間：１／２

賃上げ表明要件
を満たす場合

４年間または５年間：２／３
※負担は1/3に

《 実務上のポイント 》
旧制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要だったが、新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっている。

※賃上げ表明要件：賃金の増加割合を1.5％以上とすることを計画に位置づけ、労働者に賃上げを表明したことの証明書を計画に添付し、市町村の認定を受ける。
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先端設備導入による固定資産税特例の創設②
資産税

減 税

＜手続の流れ (1)投資利益率の確認と計画申請＞

【出典】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き（令和５年度税制改正後）」

認定経営革新等支援機関
へ確認を依頼（①・②）

認定経営革新等支援機関
から確認書を取得（③・④）

市区町村に計画の申請
⇒認定（⑤・⑥）

設備の取得
（⑦）

所在する市町村へ税務申告
（⑧）
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先端設備導入による固定資産税特例の創設③
資産税

減 税

＜手続の流れ (2)賃上げ方針の表明もする場合＞

認定経営革新等
支援機関へ確認

を依頼
（前頁①・②）

認定経営革新等
支援機関から
確認書を取得
（前頁③・④）

市区町村に計画の申請
⇒認定（前頁⑤・⑥,右図②・③）

設備の取得
（前頁⑦）

所在する市町村へ税務申告
（前頁⑧）

【出典】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き（令和５年度税制改正後）」

賃上げ方針を
策定し、

従業員に表明
（右図①）

表明したことを
証する書面を
申請書に添付

(右図②)
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先端設備導入による固定資産税特例の創設④
資産税

減 税

【留意点】 設備の取得時期

【出典】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き（令和５年度税制改正後）」

先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得
することが必須。全体のスケジュール管理に注意。

中小企業経営強化税制の「経営力向上計画」のように、
設備取得後に計画申請を認める特例はない点に注意。
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先端設備導入による固定資産税特例の創設⑤
資産税

減 税

＜中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制との関係＞

※ を付した部分は、資本金3,000万円超１億円以下の法人の場合

【出典】経済産業省「令和５年度（2023年度）経済産業関係 税制改正について」
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中小企業経営強化税制・投資促進税制の見直し①
法人税

中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の一部が見直され、適用期限が令和７年３月31日まで
２年延長される。※個人事業者も同様

減 税

制 度 中小企業経営強化税制 中小企業投資促進税制

対象設備

〇建物附属設備（60万円以上）

〇機械装置（160万円以上）

〇工具（30万円以上）

〇器具備品（30万円以上）

〇ソフトウェア（70万円以上）

〇機械装置（１台160万円以上）

〇測定工具・検査工具
（１台120万円以上、１台30万円以上かつ複数合計120万円以上）

〇一定のソフトウェア（１つ70万円以上、複数合計70万円以上）

〇普通貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）

〇内航船舶（取得価格の75％が対象）

確認要件
工業会等または経済産業局の確認
※認定経営革新等支援機関のサポート

―

税制措置
即時償却または７％税額控除

※資本金3,000万円以下：10％税額控除と選択
30％特別償却

※資本金3,000万円以下：７％税額控除と選択

＜改正の内容＞
対象設備からコインランドリー業（主要な事業であるものを除く。）の用に供する
資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するもの※が除外
※中小企業経営強化税制は暗号資産マイニング業も同様のものを除外

《 実務上のポイント 》
・令和４年度税制改正の「足場節税」や「ドローン節税」の規制に続き、今回は節税のため副業的に
行われていた、いわゆる「コインランドリー節税」や「マイニング節税」が規制された。
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中小企業経営強化税制・投資促進税制の見直し②
法人税

減 税

＜除外されるコインランドリー業等の範囲＞

【出典】中小企業庁「中小企業経営強化税制 Ｑ＆Ａ集（ＡＢＣＤ類型共通）」

コインランドリー業や暗号資産マイニング業
を主要な事業[①]として行うもの

左記以外（主要な事業[①]に該当しないもの）

右記以外
その管理のおおむね全部を
他の者に委託するもの[②]

対 象 対 象 対象外

質 問 回 答

①「主要な事業」にはどのような
ものが該当するのか。

継続的に自社の経営資源を活用し、現在行っている事業または今後行う予定の事業や、これらの事業
に付随して行う事業が該当します。
（例）

・自社の役員や従業員の多くが携わっている事業
・既存事業に加えて新規事業として自社の土地や建物を活用して行う事業
・ある主要な事業を行う事業者がその利用者に向けたサービス提供のために行う事業

※主要な事業は、一事業者に一つの事業に限られず、複数の事業が該当することもあります。
※「経営資源」とは、事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能または知識

（租税に関するものを除く）その他これらに準ずるものをいいます。

②「その管理のおおむね全部を
他の者に委託するもの」には、ど
のようなものが該当するのか。

事業の全体管理を含め、その事業の実施のための業務の全部を他の者に委託するものについては該
当します。事業の全体管理や事業に係る業務の全部または一部を事業主、役員または従業員が実施し
ている場合には該当しないと考えられますが、個別の管理の状況によっては該当する場合もあります。
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特定事業用資産の買換え特例の見直し①
法人税

特定事業用資産の買換え特例について、次の見直しが行われた上で３年延長される。
(1) 「長期保有（10年超）の土地・建物等から国内の土地・建物等への買換え（４号買換え）」について、

「本社」を移転する場合の圧縮率をメリハリをつけて見直し
(2) 「既成市街地等の内から外への買換え（１号買換え）」を適用対象から除外

減 税

【出典】国土交通省「令和５年度国土交通省税制改正概要」をもとに作成

＜(1)の買換え特例のイメージ＞

区 分 その他
※改正なし

本社の移転

改正前 改正後

東京23区⇒外
80％

90％

原 則 80％

外⇒三大都市圏等 75％ 75％

外⇒東京23区 70％ 60％

＜(1)の圧縮率＞

※「外」：三大都市圏等以外の地域

圧縮率

本社の東京一極集中を防ぐ改正に



令和５年度税制改正大綱・法令及び各省庁資料に基づいて作成しています。今後の情報にご留意ください。 10

特定事業用資産の買換え特例の見直し②
法人税

(3) 適用要件に、次の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することを追加
・買換え特例の適用を受ける旨
・適用を受けようとする措置の別
・取得予定資産または譲渡予定資産の種類等

提出期限：「譲渡資産を譲渡した日」または「買換資産を取得した日」のいずれか早い日の属する
３月期間（その事業年度をその開始の日から3月ごとに区分した各期間）の末日の翌日以後2月以内

減 税

３月期間
4/1～6/30

３月期間
7/1～9/30

３月期間
10/1～12/31

３月期間
1/1～3/31

当期 4/1～3/31

譲渡日(早い日)
８月１日

↓

＜改正後＞
いずれか早い日の属する
3月期間の末日(9/30)
の翌日以後2月以内に届出
→11/30まで

届出

＜提出期限のイメージ＞
譲渡資産と買換資産を法人税の
申告時に事後的に組み合わせる
のを問題視

＜改正後＞
早い段階での届出を適用要件に
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